
新ひだか町簡易型一般競争入札試行要領 

 

令和４年１０月３１制定 

（趣旨） 

第１条 この要領は、町が発注する工事又は製造の請負その他の契約（以

下「対象工事等」という。)に係る一般競争入札（地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の５の２の規

定による入札をいう。以下同じ。）において、簡易な資格を定めて行う「簡

易型一般競争入札」の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事等） 

第２条 簡易型一般競争入札の対象工事等は、予定価格が原則１３０万円

以上３,５００万円未満の工事、５０万円以上３，５００万円以上の測量、

地質調査、土木施設物の設計、建築物の設計、技術資料の作成等とする。

ただし、政令第１６７条各号のいずれかに該当する場合は、この限りで

ない。 

２ 前項本文に規定する対象工事等のほか、必要に応じて法的適正及び技

術的適正並びに事業規模等を総合的に勘案のうえ、新ひだか町建設工事

等入札参加者指名選考委員会へ諮り、町長が決定するものとする。 

（入札の公告） 

第３条 町長は、簡易型一般競争入札を行うときは、あらかじめ次に掲げ

る事項について、入札公告を行うものとする。 

 (1) 簡易型一般競争入札に付する事項 

 (2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 (3) 競争入札資格確認申請書等の提出方法及び提出期限に関する事項 

 (4) 入札参加資格の審査に関する事項 

 (5) 図面、仕様書等（以下「設計図書等」という。）の閲覧及び質問に関

する事項 

 (6) 入札の諸条件等に関する事項 

 (7) 入札の具体的な実施方法に関する事項 

 (8) 契約に関する事項 

 (9) その他必要と認める事項 



２ 前項の公告は、公告した日から入札期日の前日まで行うものとし、そ

の期間は、原則として１５日（新ひだか町の休日を定める条例（平成１

８年条例第２号）第１条に規定する新ひだか町の休日を除く。以下「休

日」という。）以上とする。 

３ 町長は、第１項の規定による公告のほか、新聞掲載、町ホームページ

への掲載その他適当な方法により、簡易型一般競争入札の実施を広く周

知するよう努めるものとする。 

（入札説明書の交付） 

第４条 町長は、前条の公告に関する詳細な事項を定めた入札説明書を作

成し、簡易型一般競争入札に参加しようとする者に交付するものとする。 

２ 前項の書類は、新ひだか町のホームページからダウンロードする方法

により行うものとする。 

（参加申請） 

第５条 簡易型一般競争入札に参加しようとする者は、簡易型一般競争入

札参加資格確認申請書（別記様式第１号）を町長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の申請書には、対象工事等ごとに町長が定める条件に応じて、次

の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、対象工事等の

規模・種類及びその他内容により、提出を求めないものとすることがで

きる。 

 (1) 配置予定技術者調書（別記様式第２号又は別記様式第２号の２） 

 (2) 工事施工（業務履行）実績調書（別記様式第３号） 

 (3) 共同企業体協定書（共同企業体として参加申請する場合に限る。） 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

３ 前２項の規定による申請方法は、申請書等の持参に限るものとする。 

４ 第１項及び第２項の書類の提出期限は、発注工事に係る設計図書等の

公表を開始する日の翌日から起算して、おおむね６日を目処として設定

するものとする。 

（参加資格の決定） 

第６条 町長は、前条の規定に基づく参加申請があったときは、あらかじ

め新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」とい



う。)の審議を経たうえで、当該入札に係る参加資格の有無を決定しなけ

ればならない。 

２ 町長は、前項の規定による審査の結果を入札参加資格確認結果通知書

（別記様式第４号）により当該申請者に通知しなければならない。この

場合において、当該入札に係る参加資格がないと認めた場合にあっては、

当該通知書にその理由を付すものとする。 

３ 前項の規定により、当該入札に係る参加資格がない旨の通知を受けた

者は、町長が定める日までに、その理由について町長に説明を求めるこ

とができる。 

４ 前項の説明を求める場合は、書面によりこれを行わなければならない。 

５ 町長は、前２項の規定による説明要求があったときは、入札参加資格

に係る理由説明書（別記様式第５号）により、その理由を回答しなけれ

ばならない。 

６ 町長は、前項の説明要求の内容により入札参加資格があると認めたと

きは、あらかじめ委員会の審議を経たうえでこれを決定し、前項の回答

と併せ、改めて入札参加資格がある旨通知するものとする。 

（入札参加者の要件） 

第７条 簡易型一般競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要

件のいずれにも該当する者とする。 

 (1) 対象工事等ごとに町長が定める資格を有していること。 

 (2) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

 (3) 新ひだか町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程（平成１８年

訓令第４６号）の規定に基づく指名停止を受けていないこと。 

 (4)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立てがなされている者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法にあっ

ては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定

を受け、新ひだか町の競争入札参加資格の再審査結果を有している者

を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

 (5) 当該入札における他の参加申請者との間に資本関係又は人的関係



がないこと。 

 (6) 共同企業体の場合にあっては、新ひだか町共同企業体取扱要綱（令

和３年３月２４日要綱第８号）に定める要件を満たしていること。 

 (7) 新ひだか町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則（平成２５年

規則第２０号）第４条に定める排除対象者でないこと。 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める経営状況等でな

いこと。 

２ 前項第１号の資格は、あらかじめ委員会の審議を経たうえでこれを決

定するものとする。 

（参加承認の取消し） 

第８条 町長は、第６条の規定により簡易型一般競争入札に係る参加資格

があると認められた者（以下「入札参加者」という。）が、当該入札の執

行前に前条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき、申請書類等に虚

偽の事項を記載したことが明らかになったときその他入札参加者とし

て不適当であると町長が認めたときは、当該入札に係る参加資格を取り

消すことができる。 

２ 町長は、前項の規定により参加資格を取り消す場合には、書面により

通知しなければならない。 

（設計図書等の閲覧） 

第９条 町長は、簡易型一般競争入札を行うときは、対象工事等に係る設

計図書等を、第３条第２項に規定する公告の日から入札執行日の前日ま

での間、町長が指定する方法において、町ホームページで閲覧に供する

ものとする。 

２ 簡易型一般競争入札に参加しようとする者は、設計図書等の内容につ

いて質問があるときは、質問書（別記様式第６号）を町長に提出しなけ

ればならない。 

３ 町長は、前項の質問書を受理したときは、当該質問に対する回答書を

作成し、入札執行日の前日まで閲覧に供するものとする。 

（入札の執行） 

第１０条 一の簡易型一般競争入札に係る執行回数は、原則として３回ま

でとする。 



２ 町長は、入札執行の際、入札参加者から入札参加資格確認結果通知書

の写しを提出させるものとする。 

３ 町長は、入札執行に際、入札参加者より工事費内訳書を提出させるも

のとする。 

４ 落札者の決定にあたっては、新ひだか町低入札価格調査制度取扱規程

（平成１８年訓令第４９号）又は新ひだか町最低制限価格運用要領（平

成２５年１２月１０日決裁）の規定を適用するものとし、その旨を公告

において明らかにするものとする。 

（入札結果の公表） 

第１１条 町長は、簡易型一般競争入札を執行した場合には、その結果を

公表するものとする。 

（入札の延期等） 

第１２条 町長は、入札を公正に執行することができないと認めるときは、

当該執行を延期し、又は中止することができる。 

（雑則） 

第１３条 この要領に定めるもののほか、簡易型一般競争入札に関し必要

な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要領は、令和４年１０月３１から施行する。 


